
JP WO2011/061789 A1 2011.5.26

10

(57)【要約】
　本発明は、低減された光学的ロスおよび高い効率を有
し、かつ安価な方法で製造することができる有機ＥＬデ
ィスプレイを提供することを目的とする。本発明の有機
ＥＬディスプレイは、基板、反射電極、有機ＥＬ層、隔
壁、バリア層、透明電極および色変換層を含む有機ＥＬ
素子基板と、封止基板とを貼り合わせて形成され、反射
電極は複数の部分電極から構成され、有機ＥＬ層は、反
射電極上に形成され、隔壁によって分離された複数の部
分から構成され、透明電極は、有機ＥＬ層上に形成され
、バリア層は、隔壁および透明電極を覆い、かつ、反射
電極に相当する位置に凹部を有し、色変換層は、その凹
部に形成されていることを特徴とする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板、反射電極、有機ＥＬ層、隔壁、バリア層、透明電極および色変換層を含む有機Ｅ
Ｌ素子基板と、
　封止基板と
を貼り合わせて形成されている有機ＥＬディスプレイであって、
　前記反射電極は複数の部分電極から構成され、
　前記有機ＥＬ層は、前記反射電極上に形成され、前記隔壁によって分離された複数の部
分から構成され、
　前記透明電極は、前記有機ＥＬ層上に形成され、
　前記バリア層は、前記隔壁および前記透明電極を覆い、かつ、前記反射電極に相当する
位置に凹部を有し、
　前記色変換層は、前記凹部内に形成されている
ことを特徴とする有機ＥＬディスプレイ。
【請求項２】
　前記色変換層の屈折率は前記バリア層の屈折率以上であることを特徴とする請求項１に
記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項３】
　前記封止基板がカラーフィルタをさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の有機Ｅ
Ｌディスプレイ。
【請求項４】
　前記隔壁は、前記反射電極を構成する部分電極のそれぞれに対応する複数の開口部を有
し、有機ＥＬ層は、前記複数の開口部内に形成されていることを特徴とする請求項１に記
載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項５】
　透明電極用の補助配線をさらに含み、前記補助配線は、前記隔壁によって前記有機ＥＬ
層が形成されていない領域において前記透明電極と接続していることを特徴とする請求項
４に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項６】
　前記隔壁が金属材料から形成され、前記透明電極が前記隔壁と電気的に接続しているこ
とを特徴とする請求項４に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項７】
　前記隔壁は、前記反射電極を構成する複数の部分電極の間隙に配置され１つの方向に延
びる複数のストライプ状部分からなり、前記有機ＥＬ層は、前記隔壁の間隙に形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項８】
　前記透明電極が、前記隔壁によって分離された複数のストライプ状部分からなることを
特徴とする請求項７に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項９】
　前記透明電極の複数のストライプ状部分のそれぞれについて、印加電圧が個別に制御さ
れることを特徴とする請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【請求項１０】
　前記透明電極の複数のストライプ状部分のそれぞれについて、電気的特性の計測が可能
であることを特徴とする請求項８に記載の有機ＥＬディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に有機ＥＬディスプレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　トップエミッション構造の有機ＥＬディスプレイのパネルユニットは、典型的には、有
機ＥＬ素子基板（ＴＦＴ基板）とカラーフィルタ基板とを貼り合わせた構成を有する。
【０００３】
　従来の構造の有機ＥＬ素子基板は、たとえば、ガラス基板、ＴＦＴ構造、平坦化樹脂、
任意選択的に設けてもよい無機パッシベーション膜、密着性を向上のための下地層、反射
電極、発光部となる部分に開口部を有する絶縁膜、有機ＥＬ層、透明電極（半透明のもの
を含む）、および表示領域内の透明電極以下の構造を覆うバリア層を、この順に含む。こ
こで、透明電極は、有機ＥＬ素子基板周縁部で配線に接続される。
【０００４】
　一方、従来の構造のカラーフィルタ基板は、たとえば、ガラス基板、ブラックマトリク
ス、カラーフィルタ、任意選択的に設けてもよい色変換層を、この順に含む。カラーフィ
ルタおよび／または色変換層の形成方法として、慣用のフォトリソグラフ法に加えて、イ
ンクジェット法などの塗布法も普及しつつある。塗布法を用いて複数種のカラーフィルタ
および／または色変換層を形成する場合、隔壁を用いて、カラーフィルタおよび／または
色変換層のそれぞれを所望の位置に選択的に形成することが一般的である。
【０００５】
　最後に、有機ＥＬ素子基板の発光部とカラーフィルタ基板のカラーフィルタが対向する
ように位置決めしながら、有機ＥＬ素子基板およびカラーフィルタ基板を貼り合わせて、
有機ＥＬディスプレイが得られる。貼り合わせは、たとえば、液晶ディスプレイの製造に
おいて一般的に用いられている真空滴下貼り合わせ法などによって実施することができる
。有機ＥＬ素子基板側からカラーフィルタ基板側への光を高効率の伝播、および機械的強
度の保持を目的として、貼り合わせギャップに接着剤などの充填剤を封入してもよい。有
機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板との貼り合わせギャップを精密に制御したい場合は
、カラーフィルタなどの上にスペーサを設けることができる。貼り合わせギャップが広す
ぎる場合は、光が隣の画素に侵入するクロストークの問題が懸念される。逆に貼り合わせ
ギャップ狭すぎる場合は、干渉の影響、表示領域内での有機ＥＬ素子基板とカラーフィル
タ基板との機械的接触などが懸念される。特に、貼り合わせギャップに充填剤を封入する
場合には、貼り合わせギャップが狭すぎると、充填剤の広がりムラが発生する可能性があ
る。
【０００６】
　たとえばバンクを用いる塗布法によって色変換層を形成する場合、所望の形状の隔壁を
形成し、隔壁が形成されたプロセス面を上にして、インクジェット装置などを用いて色変
換層形成用インクを塗布して、色変換層を形成する。色変換形成用インクは、一般的に、
溶剤に色変換材料を溶解または分散させることによって形成される。塗布直後のインク液
滴は、隔壁上部からはみ出るくらいに盛り上がった形状を有する。その後に、インク液滴
の加熱乾燥によって、隔壁底部で平坦な層が形成される。通常の場合、塗布および加熱乾
燥を複数回にわたって反復することによって、所望の膜厚を有する色変換層が得られる。
【０００７】
　この場合、隔壁は、塗布時のインク液滴の漏れを防止するために、３～７μｍ程度の高
さを有することが必要である。そのような高さは、２００～１５０ｐｐｉの精細度のディ
スプレイにおいて４０～６０μｍ程度である副画素寸法と比較して、無視できず、それに
よって所定の副画素の色変換層に入射せずに横方向に散逸する発光の比率を増加して、効
率が低下する恐れがある。加えて、横方向に散逸した光が隣接する異色の副画素に入射し
た場合、隣接する副画素の色変換層による変換光が出射され、出射光が望ましくない色相
を呈する恐れがある。
【０００８】
　また、薄膜の有機ＥＬ層は、機械的強度が極めて低いため、前述のような貼り合わせ構
造を採る有機ＥＬディスプレイにおいて、表示領域における機械的接合強度は全く期待で
きない。そのため、大画面の貼り合わせ型有機ＥＬディスプレイにおいては、貼り合わせ
ギャップ内に接着剤を充填して表示領域全面を接着したとしても、使用時に印加されるヒ
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ートショックまたは衝撃、あるいは封入する充填剤を固体化する際の硬化収縮などによる
膜剥れの懸念が内在している。また、貼り合わせギャップを中空にする構造は、有機ＥＬ
ディスプレイ登場の当初より各所で提案されているが、大画面ディスプレイの製造に不利
であることは言うまでもない。
【０００９】
　加えて、蒸着法を用いて有機ＥＬ層を形成するトップエミッション型の有機ＥＬディス
プレイでは、有機ＥＬ層を保護するためのバリア層が事実上必須である。しかしながら、
貼り合わせギャップに充填剤を封入する構造をとり、かつ充填剤がバリア層より低い屈折
率を有する場合、バリア層／充填剤界面での全反射が発生して十分に光を取り出すことが
できず、光学的ロスが起こる。たとえばバリア層として一般的に使用されるＳｉＮなどは
、１．７～１．９程度の屈折率を有する。一方で、これ以上の屈折率を持つ樹脂は極めて
種類が少ないため、充填剤の選択範囲が狭まり、製造方法に制約が課される。加えて、そ
のような充填剤は特殊材料かつ高価であるので、製造コストを増大させる要因となる。逆
に、一般的樹脂と屈折率を合わせるために１．５程度の屈折率を有するＳｉＯなどを用い
てバリア層を形成した場合には、バリア層と充填剤との界面における反射は減少するが、
今度は、有機ＥＬ層および透明電極からバリア層に入るまでの光に大きなロスが発生する
。なぜなら、有機ＥＬ層および透明電極は、通常、２程度の屈折率を有するからである。
【００１０】
　前述のような貼り合わせギャップに封入される充填剤に起因する光学ロスの解決法とし
て、特開２００６－３２０１０号公報は、陰極を分離するための順テーパ形状の絶縁膜を
隔壁として用い、その上に有機ＥＬ層、透明陽極、および保護層を形成し、保護層上にカ
ラーフィルタおよび／または色変換層を形成する構造を提案している（特許文献１参照）
。この構造では、バンクとして用いる絶縁膜と発光部の有機ＥＬ層とが、画面全体で連結
される。ここで、有機材料で形成され、かつ他の層に比較して極端に厚い絶縁膜は、水分
などのアウトガスを多く含む。また膜厚が大きいことによって絶縁膜を経由して伝播する
アウトガスの量が増大する。画面全体で絶縁膜と有機ＥＬ層とが連結されている状態では
、アウトガスは絶縁膜から有機ＥＬ層へと容易に伝播し、ダークスポットまたはダークエ
リアと呼ばれる領域が短期間に広がる恐れがある。さらに、特開２００６－３２０１０号
公報は基板の貼り合わせによる封止を開示していないものの、実用上は封止が必要である
ため、前述のように薄膜の有機ＥＬ層に起因する機械的強度の不足の懸念が存在する。
【００１１】
　加えて、保護層を介したアウトガスまたは溶媒の伝播を考慮する必要がある。バンクと
して用いる絶縁膜への対策（絶縁膜形成時の加熱処理条件の強化、または無機材料による
絶縁膜の形成）を採ったとしても、有機ＥＬ層が表示領域全面にわたって連続しているこ
と自体が、保護層を介して浸入するアウトガスの広域伝播を引き起こす恐れがある。特に
、保護層上にインクジェット法などの湿式工程で色変換材料を塗布して色変換層を形成す
る場合は、保護層を介して侵入する成分による有機ＥＬ層のダメージが顕著となる。なぜ
なら、色変換層の湿式工程による形成において、有機ＥＬ層に対してダメージの大きい有
機溶媒を用いて色変換材料を１～数％までに希釈することが不可欠であるからである。こ
の状況は有機ＥＬ層および保護層の上に溶媒を塗布するのに等しく、保護層にわずかに存
在するピンホールなどの欠陥から有機ＥＬ層にダメージを与える成分が浸入し、表示領域
の広域でダークエリアが発生する可能性が圧倒的に高まる。
【００１２】
　一方、特開２００８－７８０３８号公報などにおいて、隔壁を用いて有機ＥＬ層などを
複数の部分に分離した有機ＥＬ素子基板が提案されている（特許文献２など参照）。特開
２００８－７８０３８号公報の構造は、指向性の強い蒸着法を用いて、隔壁による有機Ｅ
Ｌ層の分離を行うと同時に、基板上に形成した補助電極を露出させ、比較的カバレッジの
良い（すなわち指向性の弱い）スパッタ法によって透明電極を形成して、補助電極に透明
電極を接続させることを目的とする。これ以外にも、有機ＥＬ層自体をインクジェットな
どで形成する際は、直交格子形状の隔壁を有機ＥＬ素子基板側に形成することは周知であ
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る。あるいはまた、たとえば、有機ＥＬ層と同様に指向性の強い蒸着法を用いて光を透過
するほどに薄い金属からなる透明電極を形成し、隔壁によって透明電極を複数のラインに
分離すれば、表示領域全体の一律の制御でなく、ライン毎の制御が可能になる。従って、
制御の多様性の面から有機ＥＬ素子基板側に隔壁が形成されること自体は、容易に考えら
れる。しかしながら、このような有機ＥＬ素子基板を色変換層を有するカラーフィルタ基
板に貼り合わせた有機ＥＬディスプレイにおいては、カラーフィルタ側の隔壁の高さと有
機ＥＬ素子基板側の隔壁の高さとが単純に合計され、光学的ロスがさらに増大することが
容易に推察される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００６－３２０１０号公報
【特許文献２】特開２００８－７８０３８号公報
【特許文献３】特開２００５－９３３９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　したがって、本発明の課題は、色変換方式のトップエミッション型有機ＥＬディスプレ
イにおいて、低減された光学的ロスおよび高い効率を有し、かつ安価な有機ＥＬディスプ
レイを提供することにある。また、表示領域の接合強度を増大させ、ヒートショックおよ
び衝撃に対して高い抵抗性を示す、高信頼性の大画面有機ＥＬディスプレイを提供するこ
とにある。また、本発明の課題は、貼り合わせギャップに封入される充填材の選択性を広
げ、容易な方法で製造することができる有機ＥＬディスプレイを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の有機ＥＬディスプレイは、基板、反射電極、有機ＥＬ層、隔壁、バリア層、透
明電極および色変換層を含む有機ＥＬ素子基板と、封止基板とを貼り合わせて形成され、
前記反射電極は複数の部分電極から構成され、前記有機ＥＬ層は、前記反射電極上に形成
され、前記隔壁によって分離された複数の部分から構成され、前記透明電極は、前記有機
ＥＬ層上に形成され、前記バリア層は、前記隔壁および前記透明電極を覆い、かつ、前記
反射電極に相当する位置に凹部を有し、前記色変換層は、前記バリア層の凹部に形成され
ていることを特徴とする。ここで、色変換層の屈折率が前記バリア層の屈折率以上である
ことが望ましい。また、封止基板はカラーフィルタをさらに含んでもよい。
【００１６】
　本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、隔壁は、前記反射電極を構成する部分電極の
それぞれに対応する複数の開口部を有し、有機ＥＬ層は、前記複数の開口部内に形成され
ていてもよい。ここで、透明電極用の補助配線をさらに含み、前記補助配線は、前記隔壁
によって前記有機ＥＬ層が形成されていない領域において前記透明電極と接続していても
よい。あるいはまた、隔壁を金属材料から形成して、前記透明電極が前記隔壁と電気的に
接続してもよい。
【００１７】
　さらに、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、隔壁は、前記反射電極を構成する複
数の部分電極の間隙に配置され１つの方向に延びる複数のストライプ状部分からなり、前
記有機ＥＬ層は、前記隔壁の間隙に形成されていてもよい。ここで、透明電極が、前記隔
壁によって分離された複数のストライプ状部分から構成されてもよい。透明電極が複数の
ストライプ状部分から構成されている場合、複数のストライプ状部分のそれぞれについて
、印加電圧の個別制御または電気的特性の計測が可能である。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の有機ＥＬディスプレイは、色変換効率の大幅な向上を実現することが可能とな
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る。この作用効果は、（ａ）本発明において、色変換層を有機ＥＬ素子基板のバリア層上
に形成してバリア層／色変換層間の距離を無くすことが、従来構造においてバリア層を出
射した光の全てを目的とする副画素の色変換層表面に到達させることに相当すること、お
よび（ｂ）バリア層と色変換層との間、ひいては発光層から色変換層までの間に低屈折率
の層が存在しないことが、各層の界面における反射ロスを低減することに起因する。
【００１９】
　また、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいては、ダークエリアまたはダークスポット
と呼ばれる欠陥の成長がほとんど認められなかった。この効果の一因は、従来の有機ＥＬ
素子基板のように有機ＥＬ層形成後に隔壁を形成するのではなく、本発明において有機Ｅ
Ｌ層の形成前に隔壁を形成したことであると考えられる。有機ＥＬ層の形成前に隔壁を形
成したことにより、加熱処理による隔壁からのアウトガス対策を十分に行うことができる
からである。さらに、この効果の別の要因は、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいて、
有機ＥＬ層が複数の部分に分割されていることである。このことによって、隔壁からの伝
搬によってアウトガス（水分など）が有機ＥＬ層に侵入したとしても、表示領域全体にダ
ークエリアまたはダークスポットと呼ばれる欠陥が伝搬しないからである。
【００２０】
　さらに、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいては、有機ＥＬ層から色変換層への光の
経路中に貼り合わせギャップが存在しないため、貼り合わせ時に充填する材料として、通
常の接着剤など慣用の材料を使用することができる。充填材料の選択肢の拡大は、製造方
法の簡便化および／または材料費の低下による製造コストの低減を可能にする。また、本
発明の有機ＥＬディスプレイにおいては、製造上で有機ＥＬ素子基板側に隔壁を形成する
ことが必要な構造（たとえば、補助配線、透明電極分離配線など）を、新たに隔壁を作る
ことなく形成することができ、かつ、それら構造を形成した場合であっても、塗布法で色
変換層を形成することが可能である。このこともまた、有機ＥＬディスプレイの製造コス
トの低減に有利である。
【００２１】
　加えて、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいては、有機ＥＬ素子基板と封止基板とを
貼り合せる際に有機ＥＬ層を介さないで接着される部分が表示領域全体に存在するため、
貼り合わせの機械的強度が増加し、機械的な信頼性が向上する。また、表示領域内での機
械的強度の確保は、将来的に外周シール部を廃止して、極めて狭い額縁のディスプレイの
製造を可能にすることにつながる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、本発明の有機ＥＬディスプレイを示す上面図である
【図２Ａ】図２Ａは、本発明の第１の実施形態の有機ＥＬディスプレイの切断線IIA-IIA
に沿った断面を示す図である
【図２Ｂ】図２Ｂは、本発明の第１の実施形態の有機ＥＬディスプレイの切断線IIB-IIB
に沿った断面を示す図である
【図３Ａ】図３Ａは、本発明の第２の実施形態の有機ＥＬディスプレイを示す断面図であ
る
【図３Ｂ】図３Ｂは、本発明の第２の実施形態の有機ＥＬディスプレイを示す断面図であ
る
【図４Ａ】図４Ａは、本発明の第３の実施形態の有機ＥＬディスプレイを示す断面図であ
る
【図４Ｂ】図４Ｂは、本発明の第３の実施形態の有機ＥＬディスプレイを示す断面図であ
る
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　図１は、本発明の有機ＥＬディスプレイの封止基板２１０側の上面図である。図１には
、封止基板２１０の上にブラックマトリクス２２０および３種のカラーフィルタ２３０を
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形成した例を示した。図１に示す有機ＥＬディスプレイは、赤色カラーフィルタ２３０Ｒ
、緑色カラーフィルタ２３０Ｇ、および青色カラーフィルタ２３０Ｂで示される３種の副
画素を有し、２つの緑色副画素と２つの青色副画素とに隣接するようにスペーサ２４０が
配置されている。
【００２４】
　本発明の第１の実施形態の有機ＥＬディスプレイの断面図を図２Ａおよび図２Ｂに示す
。図２Ａは図１に示した切断線IIA-IIAに沿った断面図であり、図２Ｂは図１に示した切
断線IIB-IIBに沿った断面図である。
【００２５】
　ＴＦＴ基板１１０の上に、パターン状の導電層１２１および絶縁層１２２を形成して、
駆動回路配線を形成する。駆動回路配線は、図２Ｂに示すように、導電層１２１を反射電
極１４２に接続するためのコンタクトホールを除いて保護層１２３によって被覆される。
次いで、保護層１２３を覆うように、平坦化層１３１を形成して、平坦化層１３１の上面
を平坦化する。この際に、図２Ｂに示すように、平坦化層１３１にも、導電層１２１と反
射電極１４２との接続のためのコンタクトホールが形成される。平坦化層１３１は当該技
術において知られている任意の樹脂材料を用いて形成され、そのコンタクトホールはフォ
トリソグラフィー法によるパターニングによって形成することができる。次いで、平坦化
層１３１からのアウトガスを遮断するための無機パッシベーション層１３２を形成する。
図２Ｂに示すように、無機パッシベーション層１３２にも、導電層１２１と反射電極１４
２との接続のためのコンタクトホールが形成される。各コンタクトホールにおいて、平坦
化層１３１の側面を完全に覆うように、無機パッシベーション層１３２を形成することが
望ましい。上記のように、導電層１２１は、保護層１２３、平坦化層１３１および無機パ
ッシベーション層１３２に位置を合わせて形成されたコンタクトホールにおいて、反射電
極１４２と電気的に接続される。
【００２６】
　次いで、ＩＺＯ、ＩＴＯなどの導電性酸化物を用いて、反射電極用の下地層１４１を形
成する。下地層１４１は必要に応じて設けられる層である。しかしながら、反射電極１４
２と無機パッシベーション層１３２との密着性を確保するために、下地層１４１を設ける
ことが望ましい。下地層１４１が存在する場合、保護層１２３、平坦化層１３１および無
機パッシベーション層１３２に設けられたコンタクトホールの底面において、下地層１４
１が導電層１２１（ＴＦＴ素子の一部）に接続する。続いて、下地層１４１の上に反射電
極１４２を形成する。反射電極１４２は、ＭｏＣｒ、ＣｒＢ、Ａｇ、Ａｇ合金、Ａｌ合金
などの高反射率金属材料の単層膜であってもよいし、高反射率金属材料と、ＩＺＯ、ＩＴ
Ｏなどの透明導電性酸化物材料との積層膜であってもよい。透明導電性酸化物材料は、高
反射率金属材料の保護、および得られる有機ＥＬディスプレイにおける光学距離の調整に
有効である。下地層１４１が存在しない場合、コンタクトホールの底面において、反射電
極１４２が導電層１２１（ＴＦＴ素子の一部）に直接に接続する。
【００２７】
　本発明において、下地層１４１は複数の部分に分割され、それぞれの部分は発光部（図
１～図２Ｂの構成における副画素）に対応する位置に形成される。したがって、反射電極
１４２もまた、発光部に対応する位置に形成される複数の部分電極から構成される。
【００２８】
　続いて、反射電極１４２を構成する部分電極の肩部を覆うように絶縁膜１４３ａを形成
する。絶縁膜１４３ａは、無機材料、または十分な脱気および排水処理を実施できる有機
材料（ポリイミドなど）で形成される。図２Ａおよび図２Ｂにおいては、絶縁膜１４３ａ
を、任意選択的に設けてもよい層である絶縁膜用バリア層１４３ｂで被覆する構成を示し
た。絶縁膜用バリア層１４３ｂは、無機材料を用いて形成することが望ましい。絶縁膜用
バリア層１４３ｂは、特に絶縁膜１４３ａを有機材料で形成した場合に、絶縁膜１４３ａ
から有機ＥＬ層１６０などに水分などのアウトガスが侵入するのを防止する点において有
効である。
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【００２９】
　続いて、絶縁膜１４３ａおよび絶縁膜用バリア層１４３ｂの上に、隔壁１５０を形成す
る。本実施形態において、隔壁１５０は、縦方向（切断線IIB－IIBの方向）に延びる複数
のストライプ状部分と、第１の方向に直交する横方向（切断線IIA－IIAの方向）に延びる
複数のストライプ状部分とから構成され、複数の開口部を有する。隔壁１５０の開口部の
それぞれにおいては、反射電極１４２を構成する部分電極が露出している。隔壁１５０は
、後に色変換層１９０を形成する際のバンクとしても利用するため、３～７μｍの反射電
極１４２表面からの高さを有することが望ましい。
【００３０】
　隔壁１５０は、有機材料または無機材料のいずれを用いて形成してもよい。ここで、膜
厚を増大することが容易なことおよび製造コストを抑制できるという観点からは、有機材
料を用いることが望ましい。有機材料を用いる場合は、ベーク操作などによって、その内
部に含まれる水分を十分に除去して、アウトガスの発生を可能な限り抑制する必要がある
。また、有機材料を用いる場合、隔壁１５０は、蒸着法により形成される有機ＥＬ層１６
０を複数の部分に分割するため、逆テーパ状の断面を有することが望ましい。
【００３１】
　隔壁１５０の形成に用いることができる無機材料は、金属を含む。金属を用いて隔壁１
５０を形成する場合、反射電極１４２表面からの高さを確保するために、メッキ法などを
用いて隔壁１５０を形成することができる。特開２００５－９３３９８号公報に記載され
ているように、金属を用いて隔壁１５０を形成する場合、隔壁１５０は逆テーパ形状、矩
形形状などの断面形状を有してもよい（特許文献３参照）。隔壁１５０の形成に用いるこ
とができる金属材料は、Ｃｕ、Ａｌ、Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、ＭｏおよびＴｉを含む。金属製
の隔壁１５０は、特に、比較的小さい寸法の発光部を有する場合に、後に形成する透明電
極１７０の補助配線として機能し、透明電極１７０の配線抵抗の低減による輝度ムラの発
生および消費電力の増大を抑制するのに有効である。
【００３２】
　続いて、隔壁１５０を形成した積層体に、有機ＥＬ層１６０を積層する。有機ＥＬ層１
６０は、有機発光層を少なくとも含み、電子および／または正孔の注入および／または輸
送を容易にするための１つまたは複数の層をさらに含んでもよい。有機ＥＬ層１６０の構
成層のそれぞれは、従来技術において知られている任意の材料を用いることができる。
【００３３】
　隔壁１５０が逆テーパ状の断面形状を有する場合、有機ＥＬ層１６０は、反射電極１４
２の上面（反射電極１４２の周囲の絶縁膜用バリア層１４３ｂの上面を含む）、および隔
壁１５０の上面に形成される。ここで、反射電極１４２の上面に形成される有機ＥＬ層１
６０は、隔壁１５０によって複数の部分に分離される。本実施形態においては、有機ＥＬ
層１６０の複数の部分は、反射電極１４２を構成する複数の部分電極と１対１に対応して
形成される。言い換えると、有機ＥＬ層１６０は、複数の発光部（副画素）毎に分離され
て形成される。また、反射電極１４２の上面に形成される有機ＥＬ層１６０の複数の部分
のそれぞれは、隔壁１５０の側面とは接触しない。発光に関与する反射電極１４２の上面
に形成される有機ＥＬ層１６０が隔壁１５０と接触しないこと、および隔壁１５０との間
に介在する透明電極１７０（後述）によって、隔壁１５０からの水分の侵入を遮断するこ
とができる。また、隔壁１５０から水分が侵入した場合、および後述するバリア層１８０
に欠陥が存在して外部から水分が侵入した場合であっても、有機ＥＬ層１６０が複数の部
分に分離されているために、有機ＥＬ層１６０の劣化が発生するのは水分が侵入した部分
のみであり、劣化（すなわち、ダークスポットまたはダークエリアと呼ばれる領域）が有
機ＥＬ層１６０全体に伝搬することはない。また、絶縁膜用バリア層１４３ｂに欠陥が存
在して絶縁膜１４３ａを経由してアウトガスが侵入した場合であっても、同様に、有機Ｅ
Ｌ層１６０全体に劣化が伝搬することはない。
【００３４】
　続いて、有機ＥＬ層１６０の上に透明電極１７０を形成する。本発明における透明電極
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１７０は、透明または半透明であってもよい。透明電極１７０は、ＩＴＯ、ＩＺＯなどの
透明導電性酸化物をスパッタ法により堆積させることによって形成することができる。透
明電極１７０は、有機ＥＬ層１６０の上面、ならびに隔壁１５０の上面および側面を覆う
ように形成される。このときに、スパッタによる有機ＥＬ層１６０のダメージを緩和する
ために、透明導電性酸化物の堆積の前に、ＭｇＡｇ、Ａｕなどの透明性の高い金属薄膜（
不図示）を形成してもよい。存在する場合、金属薄膜は数ｎｍ程度の膜厚を有することが
望ましい。
【００３５】
　透明電極１７０は、表示領域周縁部において、図２Ｂに示した発光部用のコンタクトホ
ールとは別のコンタクトホールにおいて、電源供給線またはＧＮＤ配線などに接続される
。
【００３６】
　続いて、透明電極１７０以下の構造を覆うように、バリア層１８０を形成する。バリア
層１８０は、外部からの水分およびガスが有機ＥＬ層１６０に侵入するのを防止するため
の層である。一方、バリア層１８０は、有機ＥＬ層１６０の発光を取り出す経路上に存在
するため、高い透過率を有することが望ましい。また、バリア層１８０と透明電極１７０
または色変換層１９０との界面における反射を防止して、有機ＥＬ層１６０の発光の取り
出し効率を向上させる観点から、バリア層１８０は透明電極１７０と同等の高い屈折率を
有することが望ましい。バリア層１８０として、ＳｉＮ、ＳｉＯＮの単層膜または積層膜
を用いることができる。バリア層１８０の形成には、スパッタ法、ＣＶＤ法などを用いる
ことができる。より良好な被覆性を追求するためには、ＣＶＤ法によってバリア層１８０
を形成することが望ましい。これによって、隔壁１５０の間隙（すなわち反射電極１４２
に相当する位置）が凹部となったバリア層１８０が形成される。
【００３７】
　次に、隔壁１５０の高さに起因して形成されたバリア層１８０の凹部内に、複数の部分
からなる色変換層１９０を形成する。言い換えると、バリア層１８０で被覆された隔壁１
５０をバンクとして用いて、複数の部分からなる色変換層１９０を形成する。図２Ａには
、赤色変換層１９０Ｒおよび緑色変換層１９０Ｇからなる２種の色変換層１９０を形成し
た例を示した。色変換層１９０は、インクジェット法、ディスペンサ法または印刷法のよ
うな広義の塗布法を用いて形成することができる。色変換層１９０は、バリア層１８０と
同等以上の屈折率を有することが望ましい。そのような屈折率を有することによって、バ
リア層１８０と色変換層１９０との界面における反射を防止して、有機ＥＬ層１６０の発
光の色変換層１９０への入射効率を向上させることができる。
【００３８】
　色変換層１９０の劣化および貼り合わせギャップに充填剤を封入する場合の充填剤中へ
の色変換材料の溶出を防止することを目的として、色変換層１９０の上に保護層（不図示
）をさらに設けてもよい。保護層は、無機材料または樹脂を用いて形成することができる
。
【００３９】
　以上のように形成した有機ＥＬ素子基板に対して封止基板２１０を貼り合わせて、本実
施形態の有機ＥＬディスプレイが得られる。封止基板２１０は透明材料からなる板状部材
であってもよく、あるいは、該板状部材の上にカラーフィルタ２３０および／またはブラ
ックマトリクス２２０を形成したものであってもよい。図２Ａおよび図２Ｂにおいては、
封止基板２１０の上に、ブラックマトリクス２２０と、赤色カラーフィルタ２３０Ｒ、緑
色カラーフィルタ２３０Ｇおよび青色カラーフィルタ２３０Ｂからなるカラーフィルタ２
３０とを設けた例を示した。封止基板２１０は、ガラスなどの透明材料を用いて形成する
ことができる。ブラックマトリクス２２０およびカラーフィルタ２３０は、市販のフラッ
トパネルディスプレイ用材料を用いて形成することができる。
【００４０】
　ブラックマトリクス２２０を形成する場合、有機ＥＬ素子基板の発光部（副画素、反射
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電極１４２などの位置に相当する）に対応する位置に開口部を有するように形成される。
カラーフィルタ２３０を形成する場合、有機ＥＬ素子基板の所望の発光部（副画素）に対
応する位置にカラーフィルタ２３０を形成する。ブラックマトリクス２２０およびカラー
フィルタ２３０の両方を形成する場合、最初にブラックマトリクス２２０を形成してから
、カラーフィルタ２３０を形成することが望ましい。この場合、カラーフィルタ２３０の
周縁部はブラックマトリクス２２０に重畳してもよい。
【００４１】
　有機ＥＬ素子基板と封止基板２１０との貼り合わせに際して、いずれかの基板の上にス
ペーサ２４０を形成してもよい。有機ＥＬ素子基板にスペーサ２４０を形成する場合、隔
壁１５０の上に形成されているバリア層１８０の上にスペーサ２４０を形成することが便
利である。この場合、隔壁１５０の全ての上にスペーサ２４０を設ける必要はない。たと
えば、図１～図２Ｂに示すように、２つの緑色用発光部（副画素）と２つの青色用発光部
（副画素）に隣接する、隔壁１５０のストライプ状部分が交差する位置のみにスペーサ２
４０を設けることができる。一方、封止基板２１０の上にスペーサ２４０を設ける場合、
有機ＥＬ層１６０の発光の通過経路以外の部分にスペーサ２４０を設けることが好ましい
。また、ブラックマトリクス２２０および／またはカラーフィルタ２３０を設けた封止基
板２１０を用いる場合、スペーサ２４０は、ブラックマトリクス２２０の上、またはブラ
ックマトリクス２２０とカラーフィルタ２３０との重畳部の上に設けてもよい。
【００４２】
　スペーサ２４０の形成に続いて、有機ＥＬ素子基板と封止基板２１０とを貼り合わせる
。図２Ａおよび図２Ｂに示すように封止基板２１０にカラーフィルタ２３０およびブラッ
クマトリクス２２０を設けた場合、有機ＥＬ素子基板の発光部の位置と、封止基板２１０
上のブラックマトリクス２２０開口部の位置とを正確に合わせるように貼り合わせる。貼
り合わせは、たとえば、有機ＥＬ素子基板または封止基板２１０の周縁部に有機ＥＬ素子
基板の表示領域を包囲するように設けたＵＶ硬化型接着剤を用いて実施することができる
。
【００４３】
　貼り合わせの際に、有機ＥＬ素子基板と封止基板２１０との間に形成される貼り合わせ
ギャップには、気体（貼り合わせの際の雰囲気ガス）を充填してもよい。しかしながら、
干渉縞の発生、および貼り合わせギャップに隣接する界面での反射に起因する光取り出し
効率の低下を防止するために、１．３以上の屈折率を有する液体または固体を充填するこ
とが好ましい。さらに、得られる有機ＥＬディスプレイの機械的強度を増大させることを
目的として、貼り合わせの際に液状の接着剤などを貼り合わせギャップに充填し、貼り合
わせ後に硬化させて固体にすることがより望ましい。貼り合わせの際に液状の材料を充填
する方法は、たとえば真空滴下貼り合わせ法を含む。
【００４４】
　本実施形態の有機ＥＬ素子基板において、隔壁１５０を形成した領域には、機械的強度
が低い有機ＥＬ層１６０が形成されない。よって、貼り合わせギャップに液状の接着剤を
充填して貼り合わせを行った場合、隔壁１５０を形成した領域は封止基板２１０との接着
強度の向上に寄与する。したがって、本発明の有機ＥＬディスプレイにおいては表示領域
内での貼り合わせの機械的強度の確保が可能であり、いわゆる「額縁」と呼ばれる表示領
域の周縁を狭くすることを可能にする。このことによって、将来的には、基板周縁部に設
けたＵＶ硬化型接着剤（いわゆる、「外周シール部」）の必要性を排除できる可能性があ
る。
【００４５】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの第２の実施形態の断面図を、図３Ａおよび図３Ｂに示
す。図３Ａおよび図３Ｂの断面は、それぞれ図２Ａおよび図２Ｂに示した断面に相当する
。本実施形態は、有機ＥＬディスプレイの寸法拡大に有利な補助配線１４５を有する。補
助配線１４５は、透明電極１７０の配線抵抗による輝度ムラの発生および消費電力の増大
を抑制するのに有効である。本実施形態の有機ＥＬディスプレイの無機パッシベーション
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層１３２以下の構成は、第１の実施形態と同様であり、前述と同様の方法で形成すること
ができる。
【００４６】
　次いで、反射電極用の下地層１４１（存在する場合）および反射電極１４２の形成と同
時に、それぞれ補助配線用の下地層１４４および補助配線１４５を形成する。すなわち、
補助配線１４５は低抵抗の金属材料で形成されるので、透明導電性酸化物で形成される透
明電極１７０よりも低抵抗である。下地層１４４および補助配線１４５は、それぞれ複数
の部分から構成される。そして、それら複数の部分のそれぞれは、発光部を形成する下地
層１４１および反射電極１４２の間隙に形成される。補助配線１４５は、表示領域周縁部
において、図３Ｂに示した発光部用のコンタクトホールとは別のコンタクトホールにおい
て、電源供給線またはＧＮＤ配線などに接続される。
【００４７】
　続いて、反射電極１４２を構成する部分電極の肩部を覆うように、絶縁膜１４３を形成
する。本実施形態においては、絶縁膜１４３に補助配線１４４と透明電極１７０との接続
のための開口部を形成する。当該開口部を形成するようにパターニングを行うことを除い
て、絶縁膜１４３は第１の実施形態の絶縁膜１４３ａと同様の材料および工程を用いて形
成することができる。本実施形態においても、絶縁膜１４３の開口部を閉塞しないことを
条件として、絶縁膜用バリア層を形成してもよい。
【００４８】
　続いて、絶縁膜１４３の上に隔壁１５０を形成する。本実施形態の隔壁１５０は、逆テ
ーパ状の断面形状を有し、捕縄配線１４５上の絶縁膜１４３の開口部が隔壁１５０の上面
の下方に位置するように配置される。このような断面形状および配置によって、後述する
有機ＥＬ層１６０を、絶縁膜１４３の開口部を閉塞しないように形成することができる。
【００４９】
　続いて、第１の実施形態と同様の方法および材料を用いて有機ＥＬ層１６０および透明
電極１７０を形成する。第１の実施形態と同様に、有機ＥＬ層１６０は、隔壁１５０によ
って複数の発光部毎に分離されて形成される。透明電極１７０は優れたカバレッジを有す
るスパッタ法にて形成されるため、隔壁の上面および側面ならびに有機ＥＬ層１６０の上
面に形成され、有機ＥＬ層１６０が形成されていない隔壁の上面の下において、補助配線
１４５と電気的に接続される。低抵抗の補助配線１４５と接続することによって、透明電
極１７０の配線抵抗を低減させ、輝度ムラの発生および消費電力の増大を抑制することが
できる。
【００５０】
　有機ＥＬ層１６０の分離および補助配線１４５と透明電極１７０との接続の観点からは
、隔壁１５０は１．５～３μｍ程度の高さを有することが望ましい。しかしながら、第１
の実施形態と同様に、隔壁１５０を色変換層１９０の分離のためのバンクとしても用いる
ためには、隔壁１５０は３～７μｍの高さを有することが望ましい。
【００５１】
　バリア層１８０および色変換層１９０は、第１の実施形態と同様の方法および材料で形
成することができる。また、封止基板２１０も、第１の実施形態と同様の材料および構成
（カラーフィルタ２３０、ブラックマトリクス２２０など）を有してもよい。封止基板２
１０との貼り合わせも、第１の実施形態と同様の方法で実施することができる。
【００５２】
　本実施形態の有機ＥＬディスプレイは、補助配線１４４の存在によって発光部の面積が
縮小されるため、比較的大きな発光部寸法を有する場合に好適である。発光部の寸法が比
較的小さい場合には、第１の実施形態において金属製の隔壁１５０を形成し、隔壁１５０
を補助配線として用いることが有効である。
【００５３】
　本発明の有機ＥＬディスプレイの第３の実施形態の断面図を、図４Ａおよび図４Ｂに示
す。図４Ａおよび図４Ｂの断面は、それぞれ図２Ａおよび図２Ｂに示した断面に相当する
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。本実施形態は、発光部列（副画素列）毎に分離された複数の部分からなる有機ＥＬ層１
６０、および発光部列（副画素列）毎に分離された複数の部分電極からなる透明電極１７
０を有する。複数の部分電極からなる透明電極１７０は、発光部列毎の電流測定、および
発光部列毎の電圧制御のような多彩な制御を可能にする。本実施形態の有機ＥＬディスプ
レイの絶縁膜１４３以下の構成は、第２の実施形態と同様であり、前述と同様の方法で形
成することができる。なお、図４Ａおよび図４Ｂにおいては、絶縁膜用のバリア層を設け
ない構成を示したが、本実施形態においても絶縁膜用のバリア層を形成することができる
。
【００５４】
　本実施形態における隔壁１５０は、１つの方向に延びる複数のストライプ状部分からな
る。隔壁１５０のストライプ状部分のそれぞれは、反射電極１４２を構成する複数の部分
電極の間隙に配置される。図４Ａおよび図４Ｂにおいては、縦方向（図１の切断線IIB－I
IBの方向）に延びる隔壁１５０の例を示す。前述の点を除いて、隔壁１５０は第１の実施
形態と同様の材料および方法で形成することができる。
【００５５】
　続いて、有機ＥＬ層１６０を、第１の実施形態と同様の材料および方法を用いて形成す
る。有機ＥＬ層１６０は、第１の実施形態と同様に、反射電極１４２の上面および隔壁１
５０の上面に形成される。ただし、図２Ｂに示される第１の実施形態の場合とは異なり、
本実施形態では図４Ｂに示すように発光部列内で連続した複数のストライプ状部分からな
る有機ＥＬ層１６０が得られる。
【００５６】
　続いて、ＭｇＡｇ、Ａｕなどの半透明性の金属材料を用いて、透明電極１７０を形成す
る。本実施形態の透明電極１７０は、１０～５０ｎｍ程度の膜厚を有する。透明電極１７
０の形成には、蒸着法を用いる。金属材料膜は、反射電極１４２および隔壁１５０の上に
有機ＥＬ層１６０の上面に形成される。本実施形態において、有機ＥＬ層１６０の上面に
形成された部分が透明電極１７０として機能し、隔壁１５０の上に形成された金属膜１７
１は透明電極１７０と分離され、電極としては機能しない。したがって、透明電極１７０
は、図４Ｂに示すように、隔壁１５０と同様の方向に延びる複数のストライプ状の部分電
極から構成される。透明電極１７０を構成する複数の部分電極のそれぞれは、表示領域周
縁部において、図４Ｂに示した発光部用のコンタクトホールとは別のコンタクトホールに
おいて、電源供給線、ＧＮＤ配線などに接続される。
【００５７】
　有機ＥＬ層１６０および透明電極１７０のストライプ状部分への分離の観点からは、隔
壁１５０は１．５～３μｍ程度の高さを有することが望ましい。しかしながら、第１の実
施形態と同様に、隔壁１５０を色変換層１９０の分離のためのバンクとしても用いるため
には、隔壁１５０は３～７μｍの高さを有することが望ましい。
【００５８】
　バリア層１８０および色変換層１９０は、第１の実施形態と同様の方法および材料で形
成することができる。また、封止基板２１０も、第１の実施形態と同様の材料および構成
（カラーフィルタ２３０、ブラックマトリクス２２０など）を有してもよい。封止基板２
１０との貼り合わせも、第１の実施形態と同様の方法で実施することができる。
【００５９】
　本実施形態においては、透明電極１７０が発光部列毎の複数の部分電極に分離されるの
で、発光部列毎に電流を計測することが可能となる。また、発光部列毎に電圧を制御する
など、有機ＥＬディスプレイのより多彩な制御を行うことが可能となる。
【実施例】
【００６０】
　　＜実施例１＞
　本実施例は、本発明の第１の実施形態の有機ＥＬディスプレイの例である。本実施例の
有機ＥＬディスプレイは、３インチの公称寸法を有し、各画素は、６０μｍ×１８０μｍ
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×ＲＧＢの寸法を有する。また、封止基板２１０の上にブラックマトリクス２２０および
３種のカラーフィルタ２３０を形成したカラーフィルタ基板を用いた。
【００６１】
　２００ｍｍ×２００ｍｍ×０．７ｍｍの無アルカリガラス（旭硝子製、ＡＮ－１００）
の上に、複数のディスプレイ部分の導電層１２１（スイッチング素子および配線を含む）
、絶縁層１２２および保護層１２３を形成した。続いて、保護層１２３の上に平坦化層１
３１を形成した。平坦化層１３１をフォトリソグラフ法でパターニングして、導電層１２
１と反射電極１４２とを接続するための２０μｍ平方の寸法を有するコンタクトホールを
各副画素（発光部）毎に形成した。
【００６２】
　続いて、スパッタ法を用いて膜厚３００ｎｍのＳｉＯ２膜を全面に形成した。次いで、
ドライエッチングを用いて、各コンタクトホール底面に当該底面より小さい開口部を形成
し、無機パッシベーション層１３２を得た。これにより平坦化層１３１は無機パッシベー
ション層１３２に完全に被覆され、同時に導電層１２１がコンタクトホール底面において
露出した状態となった。
【００６３】
　続いて、Ａｒ雰囲気中でＲＦ－プレーナマグネトロンスパッタ法を膜厚５０ｎｍのＩＺ
Ｏ膜を形成した。次いで、レジスト剤「ＯＦＲＰ－８００」（東京応化製）を塗布し、露
光および現像を行ってパターン形成を行い、該パターンをマスクとしてＩＺＯ膜のウェッ
トエッチングを行って、副画素毎に分離した複数の部分からなる下地層１４１を形成した
。下地層１４１を構成するそれぞれの部分は、平坦化層１３１および無機パッシベーショ
ン層１３２に形成されたコンタクトホールを介して導電層１２１に接続された。続いて、
スパッタ法を用いて膜厚２００ｎｍのＡｇ合金膜を下地層１４１を覆うように形成し、同
様のプロセスを用いてパターニングを行い、複数の部分からなる反射電極１４２を形成し
た。反射電極１４２を構成する複数の部分のそれぞれは、下地層１４１からはみ出さない
ように配置された。
【００６４】
　次に、スピンコート法を用いて膜厚１μｍのノボラック系感光性樹脂膜を塗布した。引
き続いて、フォトリソグラフ法を用いて、発光部寸法（約３６μｍ×約１５０μｍ）より
も縦横ともに２～４μｍ程度広い開口部を反射電極１４２上に設けるように、パターニン
グを行って絶縁膜１４３ａを形成した。得られた絶縁膜１４３ａを２３０℃程度でベーク
し、水分などのアウトガスを十分に排出した。続いて、ＣＶＤ法を用いて膜厚３００ｎｍ
のＳｉＮ膜を形成した。ドライエッチング法を用いて得られたＳｉＮ膜のパターニングを
行い、前述の発光部寸法を有する開口部を形成し、絶縁膜用バリア層１４３ｂを形成した
。この操作により、絶縁膜１４３ａは、絶縁膜用バリア層１４３ｂによって完全に被覆さ
れた。なお、絶縁膜用バリア層１４３ｂは、前述の開口部に加えて、基板上に配列された
複数のディスプレイ部分の表示領域の周縁部に、必要となる電気的接続部を与えるための
開口部を有した。
【００６５】
　次に、感光性樹脂（日立化成工業製、ＣＲ－６００）を塗布し、フォトリソグラフ法に
よるパターニングを行って、縦方向および横方向のそれぞれに延びる複数のストライプ状
部分から構成され、各発光部に相当する位置に開口部を有する隔壁１５０を形成した。隔
壁１５０のストライプ状部分のそれぞれは、上底約１０μｍ、下底約６μｍ、電極面から
の高さ約５μｍを有する逆テーパ状（逆台形状）断面を有した。得られた隔壁１５０を２
２０℃程度でベークし、水分などのアウトガスを排出した。この操作によって、横方向副
画素ピッチ６０μｍに対して、横方向開口部幅５０μｍ程度の隔壁１５０が得られた。な
お、本実施例における「横方向」は、図２Ａにおける左右方向である。
【００６６】
　続いて、隔壁１５０を形成した積層体を抵抗加熱蒸着装置に装着した。基板上に配列さ
れた複数のディスプレイ部分の表示領域に対応する開口部を有するマスクを用いる蒸着法
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によって、反射電極１４２上および隔壁１５０上面上に、Ｌｉからなる膜厚１．５ｎｍの
バッファ層、トリス（８－ヒドロキシキノリナト）アルミニウム（Ａｌｑ３）からなる膜
厚２０ｎｍの電子輸送層、４，４’－ビス（２，２’－ジフェニルビニル（ビフェニル）
（ＤＰＶＢｉ）からなる膜厚３０ｎｍの発光層、４，４’－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）
－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）からなる膜厚１０ｎｍの正孔輸送層、
および銅フタロシアニン（ＣｕＰｃ）からなる膜厚１００ｎｍの正孔注入層を、この順に
形成して、有機ＥＬ層１６０を得た。さらに、有機ＥＬ層１６０の上に、ＭｇＡｇからな
る膜厚５ｎｍのダメージ緩和層（不図示）を形成した。有機ＥＬ層１６０およびダメージ
緩和層は、隔壁１５０によって、各発光部毎に分離され、隔壁１５０の側面と接触しなか
った。
【００６７】
　次に、真空を破ることなしに、ダメージ緩和層を形成した積層体を対向スパッタ装置に
移動させた。基板上に配列された複数のディスプレイ部分に対応する開口部を有するマス
クを通して、膜厚２００ｎｍのＩＺＯを堆積させ、透明電極１７０を得た。ＩＺＯ膜は、
隔壁１５０上面を含む有機ＥＬ層１６０の上および隔壁１５０の側面に形成され、ディス
プレイ部分のそれぞれにおいて一体型電極として機能する透明電極１７０を与えた。また
、透明電極１７０は、各ディスプレイ部分の表示領域周縁部において、不図示のコンタク
トホールを介して導電層１２１に接続した。以上の操作により、各発光部内の有機ＥＬ層
１６０は、いずれも無機材料で形成される層である、反射電極１４２およびその下の無機
パッシベーション層１３２、絶縁膜用バリア層１４３ｂ、ならびに透明電極１７０に包囲
された。
【００６８】
　次に、真空を破ることなしに、透明電極１７０を形成した積層体をＣＶＤ装置に移動さ
せた。ＣＶＤ法により膜厚２μｍのＳｉＮ膜を堆積させ、バリア層１８０を形成した。得
られたバリア層１８０は、約１．８の屈折率を有した。
【００６９】
　続いて、バリア層１８０を形成した積層体を、酸素濃度５０ｐｐｍ以下、水分濃度５０
ｐｐｍ以下の環境に設置されたマルチノズル式インクジェット装置（着弾精度±５μｍ）
内に配置した。マーカーによるアライメント後に、色変換材料インキを、隔壁１５０に起
因するバンク内のバリア層上に付着させた。インキの付着は、飛翔中のインキ液滴が直径
約３０μｍの球になる条件で実施した。また、各バンクにおいて３滴のインキ液滴を付着
させた。基板全体にインキ液滴を付着させた後に、１００℃に加熱してインキを乾燥させ
た。上記のインキ付着および乾燥を繰り返して、膜厚０．５μｍの赤色変換層１９０Ｒお
よび緑色変換層１９０Ｇを形成して、有機ＥＬ素子基板を得た。この工程において、イン
キが所定のバンクに隣接するバンクに流れ込む、いわゆる「混色」現象は認められなかっ
た。
【００７０】
　本実施例において、赤色変換層１９０Ｒを形成するためのインキは、トルエン１０００
重量部と、クマリン６およびＤＣＭの色素混合物（クマリン６とＤＣＭとのモル比は４８
：２である）５０重量部との混合物であった。また、緑色変換層１９０Ｇを形成するため
のインキは、トルエン１０００重量部と、クマリン６およびＤＥＱの色素混合物（クマリ
ン６とＤＥＱとのモル比は４８：２である）５０重量部との混合物であった。
【００７１】
　一方、２００ｍｍ×２００ｍｍ×０．７ｍｍの無アルカリガラス（コーニング製、イー
グル２０００）封止基板２１０の上に、ＣＫ－７００１（富士フイルム株式会社より入手
可能）を塗布し、フォトリソグラフ法によるパターニングを行って、複数のディスプレイ
部分の表示領域内に膜厚１μｍのブラックマトリクス２２０を形成した。ブラックマトリ
クス２２０は、４６μｍ×１６０μｍの複数の開口部が縦方向および横方向に配列される
構造を有した。ここで、横方向線幅（横方向における開口部間の間隔）を１４μｍとし、
縦方向線幅（縦方向における開口部間の間隔）を２０μｍとした。
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【００７２】
　続いて、ＣＲ－７００１、ＣＧ－７００１およびＣＢ－７００１（いずれも富士フイル
ム株式会社より入手可能）を塗布し、パターニングを行って、それぞれ膜厚１．５μｍの
赤色カラーフィルタ２３０Ｒ、緑色カラーフィルタ２３０Ｇおよび青色カラーフィルタ２
３０Ｂを形成した。各色のカラーフィルタ２３０は縦方向に延びる複数のストライプ状部
分から構成された。
【００７３】
　次に、感光性樹脂（日立化成工業製、ＣＲ－６００を塗布し、緑色カラーフィルタ２３
０Ｇを設けた２つのブラックマトリクス２２０の開口部および青色カラーフィルタ２３０
Ｂを設けた２つのブラックマトリクス２２０の開口部に隣接するブラックマトリクス２２
０の格子点の上に、直径２０μｍ、高さ２μｍの円筒形状のスペーサ２４０を形成して、
カラーフィルタ基板を得た。
【００７４】
　上記のようにして得られた有機ＥＬ素子基板およびカラーフィルタ基板を、酸素濃度５
ｐｐｍ以下、水分濃度５ｐｐｍ以下の環境に設置された貼り合わせ装置内に移動させた。
スペーサ２４０を形成した面を上向きにしてカラーフィルタ基板を配置し、ディスペンサ
を用いて、複数のディスプレイ部分に相当する領域の外周部に、エポキシ系ＵＶ硬化型接
着剤（ナガセケムテックス製、ＸＮＲ－５５１６）を切れ目なく塗布した。次に、メカニ
カル軽量バルブ（吐出精度±５％以内）を用いて、複数のディスプレイ部分に相当する領
域の中央部に、より低粘度の熱硬化型エポキシ接着剤（屈折率約１．５）を滴下した。
【００７５】
　次に、有機ＥＬ素子基板の色変換層１９０を形成した面を下向きに配置し、接着剤を塗
布したカラーフィルタ基板と対向させた。装置内を約１０Ｐａ以下まで減圧し、両基板を
平行に維持しながら基板間距離が約３０μｍ程度になるまで接近させた。ＵＶ硬化型接着
剤が有機ＥＬ素子基板に接触した状態で、アライメント機構により両基板の位置合わせを
行った。その後に、装置内圧力を大気圧に戻しつつ、両基板間にわずかに加重を付加した
。この際に熱硬化型エポキシ接着剤は、複数のディスプレイ部分に相当する領域の中央部
から周縁部に向かって広がっていった。両基板の接近は、スペーサ２４０の先端が有機Ｅ
Ｌ素子基板の隔壁１５０に接触する点で停止した。
【００７６】
　次に、カラーフィルタ基板側からマスクを通したＵＶ照射を行い、ＵＶ硬化型接着剤の
みにＵＶ光を照査して仮硬化させ、仮貼り合わせ体を貼り合わせ装置から取り出した。仮
貼り合わせ体を観察したところ、熱硬化型エポキシ接着剤は、それぞれのディスプレイ部
分に相当する領域全体に行き渡っていた。当該領域内の気泡発生、および当該領域外周の
ＵＶ硬化型接着剤からのはみ出しは認められなかった。
【００７７】
　次に、自動ガラススクライバーおよびブレイク装置を用いて、仮貼り合わせ体を、個々
のディスプレイ部分に相当する領域に分割した。分割したディスプレイを加熱炉内で１時
間にわたって８０℃に加熱して熱硬化型エポキシ接着剤を硬化させ、その後３０分間かけ
て自然冷却した。最後に、ドライエッチング法により、外部駆動回路との接続のための端
子部およいＩＣ接続用パッド上のバリア層１８０を除去して、複数の有機ＥＬディスプレ
イを得た。
【００７８】
　以上のように得られた本実施例の有機ＥＬディスプレイは、有機ＥＬ素子基板ではなく
カラーフィルタ基板のカラーフィルタ上に色変換層を設け、１．７の屈折率を有する特殊
樹脂を貼り合わせギャップ内に充填した従来構造の有機ＥＬディスプレイに比較して、約
３０％向上した効率を示した。本実施例において貼り合わせギャップの充填に使用した熱
硬化型エポキシ接着剤は汎用の接着剤であるので、製造コストも低減することができた。
さらに、本実施例の有機ＥＬディスプレイを高温放置試験にかけたところ、ダークエリア
またはダークスポットと呼ばれる欠陥の顕著な拡大は認められなかった。また、本実施例
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の有機ＥＬディスプレイをヒートショック試験にかけたが、破損などは発生しなかった。
【００７９】
　　＜実施例２＞
　本実施例は、本発明の第１の実施形態の有機ＥＬディスプレイの別の例である。本実施
例の有機ＥＬディスプレイは、３インチの公称寸法を有し、各画素は、６０μｍ×１８０
μｍ×ＲＧＢの寸法を有する。また、封止基板２１０の上にブラックマトリクス２２０お
よび３種のカラーフィルタ２３０を形成したカラーフィルタ基板を用いた。
【００８０】
　最初に、実施例１と同様の手順によって、無機パッシベーション層１３２以下の層を形
成した。
【００８１】
　次に、Ｃｕメッキ法を用いて、Ｃｕからなる隔壁１５０を形成した。隔壁１５０は、縦
方向および横方向のそれぞれに延びる複数のストライプ状部分から構成され、各発光部の
それぞれに相当する位置に開口部を有した。また、隔壁１５０を構成するストライプ状部
分は、約１０μｍの幅および約４μｍの厚さを有する長方形の断面形状を有した。反射電
極１４２上面からの隔壁１５０の高さは約５μｍであった。
【００８２】
　続いて、実施例１と同様の手順により、有機ＥＬ層１６０を形成した。有機ＥＬ層１６
０は、反射電極１４２の上面および隔壁１５０の上面に形成され、隔壁１５０の側面には
形成されなかった。
【００８３】
　次に、実施例１と同様の手順により、透明電極１７０を形成した。透明電極１７０は、
有機ＥＬ層の上面、ならびに隔壁１５０の側面および上面に連続的に形成され、Ｃｕから
形成される隔壁１５０と電気的に接続した。
【００８４】
　以下、実施例１と同様の手順により、バリア層１８０の形成、カラーフィルタ基板の形
成、有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板との貼り合わせ、ならびに複数のディスプレ
イ部分の分離を行い、複数の有機ＥＬディスプレイを得た。
【００８５】
　本実施例の有機ＥＬディスプレイもまた、実施例１のディスプレイと同様の効果を示し
た。本実施例においては、有機ＥＬ層１６０と隔壁１５０の底部とが接触しているものの
、隔壁１５０が金属製のため、隔壁１５０から有機ＥＬ層１６０への水分の伝達がなく、
それによって実施例１と同様の効果が得られたと考えられる。また、Ｃｕからなる導電性
の隔壁１５０により透明電極１７０の配線抵抗が低減されていることから、輝度ムラが目
立つことはなかった。
【００８６】
　　＜実施例３＞
　本実施例は、本発明の第２の実施形態の有機ＥＬディスプレイの例である。本実施例の
有機ＥＬディスプレイは、６インチの公称寸法を有し、各画素は、１００μｍ×３００μ
ｍ×ＲＧＢの寸法を有する。また、封止基板２１０の上にブラックマトリクス２２０およ
び３種のカラーフィルタ２３０を形成したカラーフィルタ基板を用いた。
【００８７】
　最初に、各画素の寸法を変更したことを除いて実施例１と同様の手順により、無機パッ
シベーション層１３２以下の層を形成した。
【００８８】
　続いて、実施例１と同様の手順により、スパッタ法によるＩＺＯ膜の形成、およびＩＺ
Ｏ膜のパターニングを行い、副画素毎に分離した複数の部分からなる下地層１４１と、横
方向に隣接する副画素の間隙に、１６μｍの幅を有する複数のストライプ状部分からなる
補助配線用の下地層１４４とを形成した。補助配線用の下地層１４４のストライプ状部分
は、縦方向に並ぶ副画素列に沿ってディスプレイ部分の外周部まで延びており、ディスプ
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レイ部分の外周部に設けられた電源供給線に接続される。
【００８９】
　次に、スパッタ法を用いて膜厚２００ｎｍのＡｇ合金膜を下地層１４１を覆うように形
成し、同様のプロセスを用いてパターニングを行い、複数の部分からなる反射電極１４２
と、複数のストライプ状部分からなる補助配線１４５を形成した。反射電極１４２を構成
する複数の部分のそれぞれは、下地層１４１からはみ出さないように配置された。同様に
、補助配線１４５のストライプ状部分のそれぞれは、補助配線用の下地層１４４からはみ
出さないように配置された。
【００９０】
　続いて、スピンコート法を用いて、膜厚１μｍのポリイミド系感光性樹脂膜を塗布し、
フォトリソグラフ法によるパターニングを行い、絶縁膜１４３を形成した。絶縁膜１４３
は、反射電極１４２上に横６０μｍ×縦２７０μｍの開口部を有し、補助配線１４５の上
に縦方向に延びるストライプ状の開口部を有した。絶縁膜１４３を形成した積層体を、２
５０℃程度でベークし、水分などのアウトガスを十分に排出した。
【００９１】
　次に、感光性樹脂（日立化成工業製、ＣＲ－６００）を塗布し、フォトリソグラフ法に
よるパターニングを行って、縦方向および横方向のそれぞれに延びる複数のストライプ状
部分から構成され、隔壁１５０を形成した。隔壁１５０は、各発光部のそれぞれに相当す
る位置に開口部を有した。隔壁１５０のストライプ状部分のそれぞれは、上底約１４μｍ
、下底約６μｍ、電極面からの高さ約７μｍを有する逆テーパ状（逆台形状）断面を有し
た。ここで、補助配線１４５上の絶縁膜１４３に設けられた開口部は、隔壁１５０の上面
の下方に位置した。得られた隔壁１５０を２２０℃程度でベークし、水分などのアウトガ
スを排出した。この操作によって、横方向副画素ピッチ１００μｍに対して、横方向開口
部幅８６μｍ程度の隔壁１５０が得られた。
【００９２】
　続いて、実施例１と同様の手順により、有機ＥＬ層１６０を形成した。有機ＥＬ層１６
０は、実施例１と同様に隔壁１５０によって各発光部毎に分離された。また、有機ＥＬ層
１６０は、隔壁１５０の側面に接触することはなく、かつ補助配線１４５上の絶縁膜１４
３の開口部を完全には閉塞しなかった。
【００９３】
　次に、実施例１と同様の手順により、透明電極１７０を形成した。この際に、透明電極
１７０は、有機ＥＬ層１６０上面および隔壁１５０の上面に加えて、隔壁１５０の側面に
沿うように形成され、絶縁膜１４３の開口部を介して補助配線１４５に接続した。
【００９４】
　以下、実施例１と同様の手順により、バリア層１８０の形成、カラーフィルタ基板の形
成、有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板との貼り合わせ、ならびに複数のディスプレ
イ部分の分離を行い、複数の有機ＥＬディスプレイを得た。
【００９５】
　本実施例の有機ＥＬディスプレイもまた、実施例１のディスプレイと同様の効果を示し
た。また、ディスプレイの寸法拡大にもかかわらず、補助配線１４５により透明電極１７
０の配線抵抗が低減されていることから、輝度ムラが目立つことはなかった。
【００９６】
　　＜実施例４＞
　本実施例は、本発明の第３の実施形態の有機ＥＬディスプレイの例である。本実施例の
有機ＥＬディスプレイは、３インチの公称寸法を有し、各画素は、６０μｍ×１８０μｍ
×ＲＧＢの寸法を有する。また、封止基板２１０の上にブラックマトリクス２２０および
３種のカラーフィルタ２３０を形成したカラーフィルタ基板を用いた。
【００９７】
　最初に、実施例１と同様の手順によって、無機パッシベーション層１３２以下の層を形
成した。
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【００９８】
　次に、感光性樹脂（日立化成工業製、ＣＲ－６００）を塗布し、フォトリソグラフ法に
よるパターニングを行って、縦方向に延びる複数のストライプ状部分から構成される隔壁
１５０を形成した。隔壁１５０のストライプ状部分は、縦方向に延びる発光部列の間隙に
位置した。隔壁１５０のストライプ状部分のそれぞれは、上底約１０μｍ、下底約６μｍ
、電極面からの高さ約５μｍを有する逆テーパ状（逆台形状）断面を有した。得られた隔
壁１５０を２２０℃程度でベークし、水分などのアウトガスを排出した。この操作によっ
て、横方向副画素ピッチ６０μｍに対して、横方向開口部幅５０μｍ程度の隔壁１５０が
得られた。
【００９９】
　続いて、実施例１と同様の手順により、有機ＥＬ層１６０を形成した。有機ＥＬ層１６
０は、反射電極１４２の上面および隔壁１５０の上面に形成され、隔壁１５０の側面には
形成されなかった。本実施例の有機ＥＬ層１６０は、縦方向に延びる複数のストライプ状
部分から構成された。
【０１００】
　次に、有機ＥＬ層１６０を形成した積層体を抵抗加熱蒸着装置の別のチャンバーに移動
させ、膜厚約３０ｎｍのＭｇＡｇ膜を形成した。ＭｇＡｇ膜は、有機ＥＬ層１６０上に位
置し、縦方向に延びる複数のストライプ状部分からなる透明電極１７０と、隔壁１５０の
上に形成されたＭｇＡｇ膜１７１とに分離された。
【０１０１】
　以下、実施例１と同様の手順により、バリア層１８０の形成、カラーフィルタ基板の形
成、有機ＥＬ素子基板とカラーフィルタ基板との貼り合わせ、ならびに複数のディスプレ
イ部分の分離を行い、複数の有機ＥＬディスプレイを得た。
【０１０２】
　本実施例の有機ＥＬディスプレイもまた、実施例１のディスプレイと同様の効果を示し
た。
【符号の説明】
【０１０３】
　１１０　ＴＦＴ基板
　１２１　導電層
　１２２　絶縁層
　１２３　保護層
　１３１　平坦化層
　１３２　無機パッシベーション層
　１４１　反射電極用の下地層
　１４２　反射電極
　１４３、１４３ａ　絶縁膜
　１４３ｂ　絶縁膜用のバリア層
　１４４　補助配線用の下地層
　１４５　補助配線
　１５０　隔壁
　１６０　有機ＥＬ層
　１７０　透明電極
　１７１　金属膜
　１８０　バリア層
　１９０（Ｒ，Ｇ）　色変換層
　２１０　封止基板
　２２０　ブラックマトリクス
　２３０（Ｒ，Ｇ，Ｂ）　カラーフィルタ
　２４０　スペーサ
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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